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・農作業常時従事者
・農業生産法人

・農作業常時従事者
･農業生産法人
･ 農作業常時従事者以外の個人
･ 農業生産法人以外の法人 

ば
生
活
が
で
き
る
」
と
い
う
農

業
政
策
を
強
く
希
望
す
る
も

の
で
あ
り
、一
方
、農
地
の
「
所

有
者
主
義
」
か
ら｢

利
用
主

義｣

へ
の
農
地
法
改
正
に
よ
り
、

農
業
委
員
会
活
動
の
強
化
と

体
制
の
充
実
が
強
く
求
め
ら

れ
て
い
る
中
で
、
市
長
建
議
を

お
こ
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

建
議
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

・
戦
略
的
生
産
体
制
づ
く
り
へ 

　
の
支
援
、
地
産
地
消
、
地
域

　
農
産
物
の
消
費
拡
大
と
安
全

　
安
心
の
産
地
づ
く
り
を
進
め

　
る

・
土
地
利
用
型
農
業
の
振
興
対
策

・
施
設
型
農
業
の
振
興
対
策

・
遊
休
農
地
の
活
用
対
策

・
循
環
型
農
業
の
推
進

・
農
業
の
未
来
を
担
う
人
づ
く

　
り
の
充
実

・
農
作
物
等
災
害
対
策
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■
発
行
人　
飯
山
市
農
業
委
員
会
長　
伊
澤
春
一

■
編　
集　
飯
山
市
農
業
委
員
会　
情
報
委
員
会

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い
新
春

を
お
迎
え
の
事
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
大
き
な
災
害
が
な
か

っ
た
も
の
の
、
７
月
の
長
雨
に

よ
り
重
要
品
目
の
ア
ス
パ
ラ
ガ

ス
に
茎
枯
れ
病
が
発
生
。
市
内

全
域
に
蔓
延
し
て
生
産
額
が
大

き
く
減
少
し
て
し
ま
い
、
今
年

の
生
産
が
大
変
心
配
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

生
産
者
を
は
じ
め
関
係
機
関

を
あ
げ
て
、
全
力
で
茎
枯
れ
病

を
克
服
し
て
、
産
地
維
持
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
も
、
農
地
は
、
国
民
の

食
料
生
産
の
最
も
大
切
な
資
源

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
、
農

業
者
の
高
齢
化
や
経
営
の
採

算
性
な
ど
か
ら
遊
休
荒
廃
地
が

年
々
増
加
し
、
ま
た
転
用
な
ど

か
ら
、
農
地
が
減
少
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
食
料
自
給
率
を
高
め
る
た

め
に
、
農
地
の
有
効
利
用
が
求

め
ら
れ
、
農
地
の
「
所
有
」
か

ら
「
利
用
」
へ
と
農
地
法
が
改

正
さ
れ
て
、
昨
年
12
月
15
日
よ

り
施
行
と
な
り
ま
し
た
。

　

改
正
農
地
法
で
は
、
農
地
の

所
有
者
及
び
賃
借
権
等
を
有

す
る
者
は
、「
農
地
の
効
率
的

利
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
責
務
規
定
が
設
け

ら
れ
、農
地
転
用
規
制
の
強
化
、

農
地
の
貸
借
規
制
の
緩
和
、
遊

休
農
地
対
策
な
ど
の
処
置
が
講

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
か
け
が
え
の
な
い
農
地
を

守
る
」
た
め
に
、
特
に
遊
休
農

地
の
発
生
防
止
や
解
消
が
大
切

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
農
業
者
一
人
ひ

と
り
の
取
り
組
み
や
、
集
落
で

農
業
委
員
会
長　
伊
澤 

春
一

の
話
し
合
い
な
ど
か
ら
前
に
進

む
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
と
共
に
考
え
、
農
業
委

員
会
も
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
す
。

　

今
年
も
ま
た
、
各
位
の
ご
指

導
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
年
頭

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
今
後
の

飯
山
市
農
業
の
確
立
と
発
展
の

た
め
、
11
月
26
日
に
石
田
市
長

に
対
し
、「
平
成
21
年
度
農
林

業
振
興
施
策
に
関
す
る
建
議
」

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
国
に
よ
る
米
戸
別
所

得
補
償
制
度
等
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
農
業
で
が
ん
ば
れ

・
Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉

・
農
業
生
産
基
盤
の
維
持
対
策

　　

建
議
提
出
後
、
農
業
委
員
と

懇
談
し
、
石
田
市
長
か
ら
は
、

飯
山
の
米
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
な

ど
ブ
ラ
ン
ド
化
で
き
る
作
物
や
、

雪
利
用
に
よ
る
保
冷
、
新
規
就

農
な
ど
に
期
待
す
る
と
し
、「
今

後
と
も
建
議
内
容
を
尊
重
し
て

農
業
施
策
に
生
か
し
て
い
き
た

い
」
等
と
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り

ま
し
た
。

天然のなめこ

「
か
け
が
え
の
な
い
農
地
を
守
る
」
話
し
合
い
を

飯
山
市
農
林
業
の
振
興
対
策

に
つ
い
て

農
業
・
農
村
環
境
整
備
と

地
域
活
性
化
に
つ
い
て

国
・
県
等
関
係
機
関
へ
の
要
望

市 
長 

建 

議

農
地
法
改
正
や
農
政
の

激
変
に
伴
う
対
応

農 地 制 度 が 変 わ り ま し た ！

　　　　● 平成２１年１２月１５日、改正農地法が施行され、新たな農地制度がスタートしました。
　　　　● 新たな農地制度は
　　　　　①  これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、
　　　　　②  農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することを、ねらいとしています。

改正のポイントは・・・

       農地の貸借規制が緩和されます！

農地を貸したいんだけど・・・

●農地を利用できる者の範囲が拡大されま
す。（一定の要件を満たす必要があります）

農地の借り受け者の範囲

●市町村等が農地所有
　者から委任を受け、
　代理して担い手に貸
　付等を行う事業が新
　設されます。

遊休農地に対する指導が強化されます！

●すべての遊休農地が指導の対象となります。
●農業委員会が年１回農地の利用状況を調査
　します。
●遊休農地の所有者等に対しては、農業委員
   会が指導・勧告などを行います。

  違反転用に対する罰則が強化されます！
●違反転用等に対する処分・罰則が強化さ
　れます。

事　項 現　行

①違反転用
３年以下の懲役または
３００万円以下の罰金

（法人は３００万円以下
　　　　　　の罰金）

  農業委員会への届出が必要になります！
●相続等によって農地を取得した人は、農地
　のある農業委員会へ、届出が必要になりま
　す。
●届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、
　１０万円以下の過料に処せられることになり
　ます。

② 違 反転 用
における原状
回復 命 令 違
反

６ヶ月以下の懲役または
３０万円以下の罰金

（法人は３０万円以下の
　　　　　　　　罰金）

改　正
３年以下の懲役または
３００万円以下の罰金

（法人は１億円以下の
　　　　　　　罰金）

３年以下の懲役または
３００万円以下の罰金

（法人は１億円以下の
　　　　　　　罰金）

●都道府県知事等
　による行政代執
　行制度が創設さ
　れます。

＝新たな農地制度について、詳しくは農業委員会へお問い合わせください＝
＝飯山市農業委員会事務局　　農地係　　☎６２－３１１１（内線２６１）＝

●耕作できない場合等は、農業委員会から、
　貸し借り等のあっせんを受けることができる
　ようになります。

１１月２６日「平成２１年度農林業振興施策に関する建議」

耕作しないでいると・・・

許可なく転用してしまうと・・・ 農地を相続する場合は・・・
みゆきのラインより越後三山方面遠望


